
4H30.5.15

町からのお知らせ

  
６
月
議
会
は
休
日
議
会
を
行
い
ま
す

　

基
山
町
議
会
６
月
議
会
は
、
休
日
し
か
傍
聴
で
き
な
い
方
も
都
合
が
つ
く

よ
う
に
、
左
表
の
日
程
で
開
催
す
る
予
定
で
す
。
会
期
中
は
、
ど
の
日
で
も

傍
聴
で
き
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。
議
場
は
、
役
場
４
階

で
す
。

※
問
合
せ
先　

議
会
事
務
局　

☎
９
２

－

６
５
４
３

  

県
下
一
斉
ふ
る
さ
と
美
化
活
動
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

　

ふ
る
さ
と
美
化
活
動
が
県
下
一
斉

に
実
施
さ
れ
ま
す
。
自
宅
周
辺
の
道

路
な
ど
で
ご
み
を
拾
い
、
快
適
な
環

境
を
保
ち
ま
し
ょ
う
。
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

▽
日
時　

６
月
３
日(

日)

午
前
中

▽
場
所

各
区
で
選
定
し
た
場
所
、
自
宅
周

辺
の
道
路
、
公
園
、
河
川
な
ど

▽
集
め
た
ご
み
に
つ
い
て

①
ご
み
は
各
区
に
配
布
し
て
い
る
ふ 

　

る
さ
と
美
化
活
動
専
用
ご
み
袋
に 

　

入
れ
、
午
前
11
時
ま
で
に
各
区
の 

　

公
民
館
に
集
め
て
く
だ
さ
い
。

②
専
用
ご
み
袋
は
可
燃
と
不
燃
の
２

種
類
で
す
が
、
可
燃
ご
み
・
缶
・

ビ
ン
・
不
燃
物
の
４
種
類
に
分
別

し
て
も
ら
え
れ
ば
、
可
燃
・
不
燃

の
ど
ち
ら
の
袋
を
使
用
し
て
も
構

い
ま
せ
ん
。

③
各
区
の
公
民
館
で
集
め
ら
れ
、
専

用
ご
み
袋
に
入
っ
た
ご
み
は
翌
日

以
降
に
収
集
を
行
い
ま
す
。

※
小
雨
決
行
（
大
雨
の
際
は
各
区
で

判
断
し
、
中
止
の
場
合
は
６
月
中

に
実
施
し
ま
す
。）

※
ポ
イ
捨
て
や
不
法
投
棄
以
外
の
ご

み
、
家
庭
か
ら
の
ご
み
は
定
期
回

収
で
出
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

※
問
合
せ
先

　

ま
ち
づ
く
り
課　

生
活
環
境
係

　

☎
９
２

－

７
９
４
１

  

雑ざ
つ
が
み紙

を
リ
サ
イ
ク
ル
し
ま
し
ょ
う

　

皆
さ
ん
は
、
リ
サ
イ
ク
ル
で
き
る

「
雑
紙
」を
可
燃
ご
み
と
し
て
出
し
て

い
ま
せ
ん
か
。

　

現
在
、
資
源
物
回
収
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
で
新
聞
紙
や
ダ
ン
ボ
ー
ル
の
他
に

雑
紙
を
含
む
雑
誌
類
に
つ
い
て
も
回

収
を
行
っ
て
い
ま
す
。
雑
紙
を
可
燃

ご
み
か
ら
資
源
物
に
す
る
こ
と
で
、

資
源
物
の
増
加
に
つ
な
が
り
、
ご
み

袋
代
の
節
約
に
な
り
ま
す
。

▽
雑
紙
の
例

雑
誌
、
カ
タ
ロ
グ
、
本
、
ノ
ー
ト
、

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、
包
装
紙
、
紙
箱
、

名
刺
、
メ
モ
用
紙
、
コ
ピ
ー
用
紙
、

封
筒
、
は
が
き
、
カ
レ
ン
ダ
ー
、

ポ
ス
タ
ー
、
文
房
具
の
台
紙
、
菓

子
や
カ
レ
ー
ル
ー
等
の
包
装
箱
等

▽
雑
紙
を
出
す
時
の
ル
ー
ル

・
雑
誌
類
は
丈
夫
な
ひ
も
で
縛
っ
て

出
す
か
、
紙
袋
に
入
れ
て
定
期
収

集
日
に
出
す
。

・
雨
天
時
は
、
次
回
の
収
集
日
ま
で

待
つ
か
、
袋
の
底
が
抜
け
な
い
よ

う
に
補
強
す
る
。

・
汚
れ
や
臭
い
の
付
い
た
紙
、写
真
、 

シ
ー
ル
、感
熱
紙(

レ
シ
ー
ト
等)

、

ビ
ニ
ー
ル
コ
ー
ト
紙
、
雑
紙
に
つ

い
て
い
る
ビ
ニ
ー
ル
、
フ
ァ
イ
ル

の
留
め
具
等
は
可
燃
ご
み
に
出
す

・
資
源
物
回
収
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
持 

ち
込
む
こ
と
も
可
能
で
す
。

※
問
合
せ
先

　

ま
ち
づ
く
り
課　

生
活
環
境
係

　

☎
９
２

－

７
９
４
１

日 曜日 開始時間 区分 内容 場所

１ 金 午前９時 30 分 本会議 会期を決定します。
町長が議案の提案理由を説明します。

議場

２ 土 午前９時 本会議 《一般質問》
議員が町政に関する質問を行います。

（一人 60 分以内）３ 日 午前９時 本会議

４ 月 午前９時 30 分 本会議

議案審議（議案内容について町長に
質問します。）
委員会付託（委員会で審査するよう
に決めます。）

５ 火 午前 9 時 30 分 委員会 付託を受けた議案を審査します。
（厚生産業常任委員会）

委員会室６ 水 午前９時 30 分 委員会 付託を受けた議案を審査します。
（総務文教常任委員会）

７ 木 午前９時 30 分 委員会 常任委員会での審査の結果を集約し
ます。

８ 金 午前９時 30 分 本会議
常任委員会の審査結果を委員長が報
告します。 
議案について討論・採決を行います。

議場

平成３０年６月議会  会期日程（予定）

※日程は、状況により変更することがあります。

、

。



5 H30.5.15

町からのお知らせ

  
平
成
30
年
９
月
に
採
用
す
る  

社
会
人
経
験
枠 

基
山
町
職
員
を
募
集
し
ま
す

　

町
で
は
、
社
会
人
経
験
の
あ
る
方

を
対
象
と
し
た
、
平
成
30
年
９
月
に

採
用
予
定
の
職
員
の
採
用
試
験
を
、

次
の
要
領
で
実
施
し
ま
す
。

採
用
内
容

▽
採
用
予
定
試
験
区
分
及
び
人
員

（
１
）一
般
事
務
（
不
動
産
取
引
関
連 

　
　

業
務
等
経
験
者
）
…
１
名

（
２
）保
育
士
（
社
会
人
児
童
福
祉
経 

　
　

験
者
）
…
１
名

（
３
）文
化
財
保
護
主
事
（
社
会
人
文 

　
　

化
財
実
務
経
験
者
）
…
１
名

※
右
の
職
種
と
し
て
採
用
予
定
で
す

が
、
他
部
署
も
含
め
、
役
職
（
課

長
、
係
長
等
）
に
登
用
さ
れ
る
場

合
も
あ
り
ま
す
。

▽
職
務
内
容

（
１
）空
家
等
の
対
策
に
関
す
る
事
務 

　
　

建
築
確
認
申
請
事
務
、
そ
の
他 

　
　

定
住
促
進
に
関
す
る
事
務

（
２
）子
育
て
に
関
す
る
相
談
支
援
、 

　
　

障
が
い
児
保
育
に
関
す
る
専
門 

　
　

的
職
務

（
３
）文
化
財
の
調
査
保
護
及
び
保
存 

　
　

活
用
に
関
す
る
専
門
的
職
務

▽
受
験
資
格

　

い
ず
れ
も
昭
和
38
年
４
月
２
日
以 

　

降
に
生
ま
れ
て
、
次
の
資
格
・
免 

　

許
・
経
験
等
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
。 

（
１
）建
築
士
又
は
宅
地
建
物
取
引
士 

　
　

の
資
格
を
有
し
、
民
間
企
業
等 

　
　

の
実
務
経
験
年
数
が
資
格
取
得 

　
　

後
に
５
年
以
上
あ
る
こ
と
。

（
２
）保
育
士
の
資
格
を
有
す
る
こ
と
。 

　
　

加
え
て
、
次
の
②
～
④
の
い
ず 

　
　

れ
か
１
つ
以
上
の
資
格
等
を
有 

　
　

し
、
か
つ
、
①
～
④
の
い
ず
れ 

　
　

か
1
つ
以
上
に
つ
い
て
３
年
以 

　
　

上
の
実
務
経
験
が
あ
る
こ
と
。

　
　

①
保
育
士

　
　

②
社
会
福
祉
士

　
　

③
臨
床
心
理
士

　
　

④
児
童
福
祉（
障
が
い
児
保
育
）　 

　
　
　

関
係
の
経
験

（
３
）大
学
又
は
大
学
院
に
お
い
て
文 

　
　

化
財
に
関
す
る
専
門
課
程
を
修 

　
　

了
し
、
文
化
財
の
発
掘
調
査
及 

　
　

び
保
護
に
関
す
る
実
務
経
験
年 

　
　

数
が
３
年
以
上
あ
る
こ
と
。

※
実
務
経
験
年
数
に
つ
い
て

①
実
務
経
験
年
数
と
は
、
週
あ
た
り

30
時
間
以
上
の
勤
務
で
就
業
し
た

期
間
が
該
当
し
ま
す
。
な
お
、
休

業
等
（
私
的
傷
病
等
に
よ
る
休
暇

休
職
、
介
護
休
暇
等
）
で
勤
務
し

な
か
っ
た
期
間
が
連
続
し
て
30
日

以
上
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
全
期

間
を
実
務
経
験
年
数
か
ら
除
き
ま

す
。
た
だ
し
、
産
前
産
後
休
暇
及

び
育
児
休
業
の
期
間
は
、
実
務
経

験
年
数
に
含
み
ま
す
。

②
実
務
経
験
が
複
数
あ
る
場
合
は
、 

　

そ
れ
ら
の
期
間
を
通
算
で
き
ま
す

③
実
務
経
験
年
数
の
算
定
は
、平
成
30 

　

年
８
月
31
日
時
点
ま
で
で
行
い
ま
す

受
験
手
続

▽
申
込
書
等
の
請
求

試
験
案
内
、
申
込
書
、
経
歴
調
査

書
、
業
績
一
覧
は
、
総
務
企
画
課 

（
役
場
３
階
）で
交
付
又
は
基
山
町

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
で
き
ま
す
。

郵
便
請
求
の
場
合
は
、
封
筒
の
表

に
「
採
用
試
験
申
込
書
請
求
」
と

朱
書
き
し
、
宛
名
を
明
記
し
た
定

型
の
返
信
用
封
筒
（
Ａ
４
サ
イ
ズ

の
入
る
大
き
さ
）
に
、
１
２
０
円

切
手
を
必
ず
貼
っ
て
同
封
し
て
く

だ
さ
い
。

▽
申
込
書
の
提
出
方
法

申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

写
真
欄
に
平
成
30
年
４
月
以
降
に

撮
影
し
た
本
人
の
写
真
を
貼
っ
て 

総
務
企
画
課
ま
で
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

郵
送
で
申
込
み
の
場
合
は
、
封
筒

の
表
に
「
職
員
採
用
申
込
み
」
と

朱
書
き
し
、
必
ず
書
留
郵
便
で
お

送
り
く
だ
さ
い
。

▽
申
込
み
締
切
日

　

６
月
13
日
（
水
）
必
着

　
（
土
・
日
曜
日
を
除
く
午
前
８
時
30 

　

分
～
午
後
５
時
15
分
）

採
用
試
験

▽
第
１
次
試
験

・
日
時　

６
月
24
日
（
日
）

　
　
　
　
午
前
８
時
30
分
集
合

・
場
所　

基
山
町
役
場

・
内
容

　

社
会
人
基
礎
試
験
（
職
務
を
遂
行 

　

す
る
上
で
必
要
と
な
る
基
礎
的
な 

　

知
的
能
力
等
を
検
証
す
る
試
験
）、 

　

適
性
検
査
、
作
文
試
験

※
適
性
検
査
及
び
作
文
試
験
に
つ
い

て
は
、
第
１
次
試
験
に
実
施
を
し

ま
す
が
、
採
点
結
果
は
第
１
次
試

験
の
判
定
に
は
用
い
ま
せ
ん
。
第

２
次
試
験
の
判
定
基
準
と
し
ま
す

▽
第
２
次
試
験

・
試
験
日　

７
月
15
日
（
日
）
予
定

※
時
間
及
び
場
所
は
、
第
１
次
試
験 

　

合
格
者
に
通
知
し
ま
す
。

※
申
込
み
・
問
合
せ
先　

　

総
務
企
画
課 

行
政
係（
役
場
３
階
）　

　

☎
９
２

－

７
９
１
５

、

。。

、

。

基山町ホームページ（http://www.town.kiyama.lg.jp) 検索

※基山町ホームページで要綱等をご覧いただけます。

基山町役場で
　働いてみませんか


